
平成22年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その６ 

平成22年６月15日（火） 

                                           

            

○議長（中西峰雄君）続いて、順番12、15番 

石橋君。 

〔15番（石橋英和君）登壇〕 

○15番（石橋英和君）よろしくお願いいたし

ます。通告に従いまして、質問をさせていた

だきます。 

 まず 初に下水道事業についてお尋ねいた

します。何年か前には、市内のあちこちで道

路を片側通行にして、下水道工事をやってい

る場所によく出くわしたものでありましたが、

近ではめっきりとその光景に出会わなくな

りました。ちょっと前には、年間の事業予算

が５億円に減ってしまい、総工事費250億円の

本市下水道計画だから、これじゃ、50年物で

すよと言って下水道課の人が嘆いていたのを

思い出しますが、今回尋ねてみますと、さら

に減って、年間２億円しかおりてこなくなっ

たということで、50年物だったと思っていた

本市の下水道計画は、今では何と125年物にな

っているということであります。 

 ふだん、私たちが市内を車で走り回っても、

めったに下水道工事の現場に出会わなくなっ

たことのなぞが解けたわけでありますが、年

間の予算が削減されるのだから、事業の終了

年度を延ばすしかないだろうということであ

りますが、あまりにも長過ぎる事業計画は、

後まで責任を持って維持できるものではあ

りません。 

 例えば住民に多大な不平等を及ぼし、例え

ば技術革新により、下水道以外の汚水処理に

とってかわられる。また施設の耐用年数が限

界に来たころから、新設工事予算に加えて、

老朽施設の入れかえに要する莫大な資金が計

画の足を引っ張る等々、事業を完結できない

危険性が極めて高いのであります。さらに言

えば、今年２億円の事業予算が、今後増額さ

れる可能性より、減額されていく可能性のほ

うがはるかに大であると聞くにつけ、もはや

本市の下水道計画は赤信号を灯さざるを得な

い。そして、直ちに問題点の洗い出し、対処

方法、代替案の検討を開始しなければならな

い時期が来ましたと申し上げ、早速事業の進

捗の遅れがどういった問題を発生させている

かについて検証し、さらに踏み込んで具体的

な打開策の提案にまで進めてまいりたいと思

います。 

 橋本市内を、下水道計画で分類すると、既

に紀の川流域下水道に接続された供用開始区

域、次に県から工事を開始することを認可さ

れた下水道事業認可区域、そして、将来認可

区域に格上げされた後、工事を行いますとい

う位置付けの下水道事業計画区域、 後が下

水道工事を行わない計画外区域の四つに分類

されます。ただし、これとは別に集落排水等

の下水道によらない汚水処理を行っている区

域も存在しています。 

 さて、この四つの分類のうちの下水道事業

認可区域で暮らしているご家庭での出来事で

ありますが、まもなく工事が始まり、下水道

への接続が可能になります。そうなれば、３

カ年以内に自費で下水道への接続をしてくだ

さいと言われているグループの人たちで、今

現在は、合併浄化槽で処理している人もいれ

ば、単独槽の家庭もありますし、うちはくみ

取りだという人もいます。それらの人達は、

今、その地区の下水道工事の完成を待ってい

るわけでありますが、いつまでたっても、待

てど暮らせど、市からも区長からも工事開始
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の連絡がありません。ふろが傷んだから、炊

事場の使い勝手が悪いから工事をしたいのだ

けど、下水道がくれば接続する義務があると

聞かされているし、そうなれば、今工事をし

ても、排水管の部分がみすみす無駄になるか

らやりたくない、こういった理由で、俗に言

う水回りの部分の工事ができなくて困ってい

たこのご家庭に、いよいよ決定的な事態が発

生します。 

 このお宅は、30年ほど前に単独浄化槽を設

置して、トイレを水洗にして、快適に暮らし

てきたのですが、とうとうその浄化槽の寿命

が来てしまいました。たまたま数年前にお隣

も浄化槽が壊れて、当時既に義務付けられて

いた合併浄化槽を設置していたことで、予備

知識はもらっていました。そして、この際、

物入り覚悟で、お隣のとおりやろうと決断し

ました。やはりトイレが処理できなくなった

のだから、下水道の完成を待っている余裕な

どはありません。合併浄化槽を設置し、水回

りもあわせての工事をすることに決めました。

そして、お隣から教えてもらったとおりに、

市に対して合併浄化槽を設置する際に支給さ

れている補助金の申請を行ったところ、あな

たには補助金は出せませんと言われてしまい

ました。下水道の完成が間に合っていれば、

この工事はしなくて済んだのにという不安が

あったし、何よりもお隣には支給された補助

金が、そして、きょうとて、市内でだれかが

これをもらっているというのに、うちにはそ

れがもらえなかったということで、今後、市

が何と言おうが、金輪際、うちは下水道には

接続しないことを決めたという一つのエピソ

ードだったわけでありますが、皆さん既にご

存じのとおり、下水道事業認可区域には、合

併浄化槽の補助金が出せないという取り決め

と、本来、下水道事業認可区域の指定がなさ

れれば、いずれ速やかに着工すべきところ、

着工できずに何年もたってしまっていたとい

うことが重なったために起きてしまったお気

の毒な出来事でありますが、現在市内には、

未着工の認可区域がたくさんありまして、こ

のご家庭だけが特別稀有な体験をしたとも言

えず、むしろこのエピソードは、市内でよく

聞く話なのであります。 

 本来、認可区域に合併浄化槽の補助金は出

しませんという取り決めは、下水道事業の促

進と、接続率の向上を目的としたものであっ

たはずが、認可区域に指定したまま、何年も

放っておくことで、皮肉にも全く逆の効果を

招いてしまったようであります。 

 そこで、私からの提案でありますが、市内

各所の認可区域に対し、速やかに工事を開始

できないのであれば、あえて国や県にあらが

ってでも、認可区域の指定を一度解いてもら

い、合併浄化槽補助金を使えるようにすべき

ではないでしょうか。 

 ちなみにその補助金の額は、５人槽で33万

2,000円、６人から７人槽で41万4,000円、８

人から10人槽で、54万8,000円と高額であり、

その資金の大半を、国と県とで負担するもの

でありますから、市民にとっても市にとって

も大変ありがたい制度なのであります。下水

道事業が思うように進んでいないのだったら、

合併浄化槽の力も借りなければ、いつまでた

っても紀の川の水はきれいになっていかない

と思うのであります。 

 さて質問ですが、１、現在下水道事業認可

区域で暮らしている市民は何人、また戸数は

何軒ありますか。 

 ２、それらの人たちが下水道に接続できる

まであと何年かかりますか。 

 以上、本市の下水道事業が遅々として進ま

なくなってしまった現状に赤信号の警告を発

し、まずは合併浄化槽補助金問題を取り上げ

ましたが、本事業は、それ以外にもたくさん
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の問題点を抱えております。ぜひとも当局の

本腰の入った対策を要望するものであります。 

 続きまして、私たちの生活の中に反乱して

おりますたくさんの印刷物を減らせませんか

というテーマにしばらくおつき合い願いたい

と思います。 

 私自身、もらってくる大量の印刷物のうち、

後に目を通さないものがあまりにも多いので、

心を痛めております。平安時代には、当時の

ベストセラー、源氏物語が欲しくて、競って

自らあの長編を３カ月、半年と世を日につい

で書き写したそうであります。 

 現代のベストセラーは安定して毎年1,400

万部の教則本安全運転の手引きだそうであり

ますが、人類は千年の時を経て、便利さを手

に入れました。この私でも、家に持っている

高速プリンターを使って１万部の印刷が可能

であります。でも、1,000年を経て、気がつけ

ば、私たちは紙に埋もれて暮らしていたので

あります。この科学技術の光と影を、平安時

代の人に見せることができたら、彼らは果た

して絶賛するのか、目をそむけるのか。 

 この日本で、私たちがもったいないという

言葉を使う 後の世代になりそうな気がして

います。もったいないという言葉が使われな

くなってしまう前に、私たちはやっておかな

ければならないことがあると思うのでありま

す。 

 さて、本市 大の組織橋本市役所は、年間

膨大な量の印刷物を内部職員に向け、また市

民に向け、印刷し、配布し、 後はリサイク

ルと言いながら、かなりの量を燃やしており

ます。以前からの取り組みも承知しておりま

すが、今、改めて組織ぐるみで印刷物減らし

の運動を展開できないでしょうか。 

 さて、私からの提案でありますが、基本的

には市の業務において今まで紙に印刷して、

対象となる人たち全員に配布していた情報を、

印刷物による提供をやめて、インターネット

サイト上に、そのすべて掲載し、その情報を

必要とする人たちは、今までの紙に書かれた

ものを見る作業から、電子画面を見る作業に

切り替えてもらい、印刷物依存症から抜け出

してもらいましょうという提案であります。 

 極端な場合、後で見ないのだけれど、印刷

物をもらって帰ったら、会議に出席した気に

なれる。出席者全員に会議資料を配布したら、

会議を主催した気になれる。そんな印刷物な

ら、いっそなくしてしまっても何とか世の中

回っていくのではないかと考えるわけであり

ます。もちろん橋本市内には、パソコンを使

わない人が大勢いますから、その人たちには

今までどおり印刷物を提供していかなければ

なりませんし、すべての情報をサイト上に掲

載できるものではありませんので、可能な範

囲においての取り組みではありますが、まず

現在の市のホームページに、新たに紙減らし

専用ページなるものを増設して、全ての部署

にそれを割り当て、各部署では、今まで印刷

していたものを、すべてここにアップして、

必要としている人たちのダウンロードに供す

る。市民向けの情報であれば、個人宅のパソ

コンが基本となるが、当然役所、公民館、そ

の他すべての公共施設での閲覧を可能とする。

そこで、市民が印刷を願い出れば、それらす

べての施設において、迅速、親切にプリント

サービスを行う。 

 次に、会議のような関係者向けに配布して

きた印刷物でありますが、会議はすべてプロ

ジェクターを用いて行い、全員に配っていた

会議資料の配布を取りやめる。その会議資料

についても、市民向け閲覧サービス、プリン

トサービスと同様に行う。 

 次に、将来に向けての希望でありますが、

それぞれが自前のホームページを持っていな

い公共性のある団体、例えば自治会、ボラン
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ティア、ＮＰＯ、子ども会、サークル等に対

しても、この市の紙減らしページを使わせて

あげれば、全市的な紙減らし運動へと展開し

ていけると思います。 

 終的に、100から200のダウンロード専用

ページの増設になっても、今の市のホームペ

ージで容量的には対応可能だと考えます。あ

とは、セキュリティ対策を徹底すれば、十分

可能な計画であろうかと思います。 

 大きな変革でありますから、とまどいと不

安はありますが、やってみる価値は大いにあ

ると確信いたします。当局のご英断を期待い

たします。 

 以上、壇上での質問といたします。どうも

ありがとうございました。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 理事。 

〔理事（塚本 基君）登壇〕 

○理事（塚本 基君）議員おただしのとおり、

年間を通じて多くの書類が印刷やコピーされ

ることにより、膨大な量のペーパーが消費さ

れています。はじめに、その対策としての取

り組み状況をご説明いたします。 

 まず、市内部ではペーパーの消費量を少し

でも削減できるように、庁内コピー機にカウ

ンターを設置して、一元管理を行い、また個

人情報などが含まれているものを除き、不用

となったコピー用紙の裏面を活用するなど、

ペーパーの消費量削減に取り組んでおります。

その結果、平成20年度で約175万枚あったコピ

ー用紙の使用量が、平成21年度では約137万枚

となり、約38万枚の削減となっております。 

 また、市民向けには、市広報等の印刷物や、

公開を目的とした各種計画、会議録等につい

て、市ホームページよりダウンロードしてい

ただけるようにし、印刷物の削減によるペー

パーレス化を図っております。参考ではあり

ますが、平成17年度に、約5,081万7,000円あ

った印刷製本費が、平成21年度には約3,351

万円と、一般会計ベースで約1,730万7,000円

の削減となっており、これはホームページを

活用した情報公開が、その起因の一つにある

とも考えております。 

 本市では、今後も市民の皆さまのご理解と

ご協力を得ながら、環境への配慮、経費の削

減等を目的として、ペーパーレス化に取り組

み、無駄を省いた行政運営に努めてまいりた

いと考えます。 

 次に、プロジェクターを活用した会議資料

のペーパーレス化についてでございますが、

一部の会議では、既にプロジェクターを活用

した資料説明を行うなどの取り組みが行われ

ています。また、市職員に対しては、イント

ラネットを活用し、所属長や職員あての各種

通知や、依頼を行うとともに、各課のホーム

ページから、会議資料の閲覧を可能にしてお

ります。 

 しかしながら、現時点では、プロジェクタ

ーを活用した会議運営については定着してい

ないため、今後は、ペーパーレス化の促進は

もとより、効果的かつ効率的な会議運営をめ

ざすために、積極的にプロジェクターやイン

トラネットを活用してまいりたいと思います。 

 後に、各種団体等へのダウンロード専用

ページの提供については、本市情報セキュリ

ティーポリシー上の制約があるため、専用ペ

ージを開設することはできません。そのため、

今後は市ホームページの利用促進を図るとと

もに、ペーパーレス運動へのご協力とご理解

を、市民の皆さまに周知し、ペーパーの使用

量削減に努めてまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

〔上下水道部長（古井良平君）登壇〕 

○上下水道部長（古井良平君）下水道事業の
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ご質問にお答えいたします。  このような地域が生じている事実を踏まえ、

議員ご指摘のとおり、事業認可区域の見直し

は当然のことであると考えます。 

 初に平成22年３月現在の、橋本市流域関

連公共下水道について、若干説明させていた

だきます。公共下水道の全体計画は、区域面

積が2,225ｈａ、計画処理人口が６万5,400人

であり、そのうちの下水道法に基づく事業認

可については、区域面積約1,440ｈａで、全体

計画面積の約65％で、認可処理人口約４万

6,200人であります。 

 次に、今後の課題解消の説明の前段に、平

成23年度から下水道法の改正について説明を

させていただきます。現在、国において、去

る平成22年３月に、地域主権改革の推進を図

るための関係法令の整備に関する法律案の閣

議決定がされ、それに基づき、法改正の手続

きを進められております。法改正がされます

と、来年度から事業認可手続きが廃止され、

概ね５カ年の事業計画書の作成によって、事

業実施が可能となりますので、現行の長時間

にわたって制約の受けていた地域の課題は一

定解消されると思われます。 

 また、事業認可区域内の整備状況は、整備

面積982ｈａ、事業認可区域の整備残面積は、

大規模住宅開発地等を除くと、約280ｈａであ

ります。 

 議員おただしの橋本市浄化槽設置整備事業

の補助金が、支給されない公共下水道事業認

可区域は、住宅開発等の未接続を除くと、未

施工区域は約280ｈａ、人口約6,700人と推定

されます。なお、この区域内には、既に合併

浄化槽を設置されているご家庭もございます

ので、それらを除いた方々が合併浄化槽の補

助金を受けられないことになり、その推定戸

数は約400世帯と考えられます。 

 来年度からは、法改正に沿った事業実施が

可能と考えられますので、まずは概ね５カ年

計画となる平成26年度までの事業整備区域を

定め、その整備区域の住民との事前調整を実

施し、合意形成が図られた内容を事業計画書

に盛り込んで、県、国と協議し、実施してい

く予定です。したがって、事業計画書の平成

26年度までに施工しない地域外は、区域除外

となりますので、橋本市浄化槽設置事業補助

金の交付が可能と考えられます。これらのこ

とから、来年度以降、合併浄化槽の補助制度

の活用範囲が、より一層図られ、ひいては、

紀の川の水質改善に寄与することになると考

えます。 

 次に、現在の公共下水道の直近の事業認可

について、平成20年９月に変更認可の承認を

受けたものであります。事業認可に基づく事

業実施は、追加変更した区域を含めて、概ね

25年度中に事業を完了する区域として、計画

を立案したものでありました。 

 現事業認可申請図書、並びに県への申請は、

平成19年度中に行ったものですが、その後、

本市の財政健全化計画に沿った平成20年度か

らの予算編成の抜本的な改正に伴い、より一

層の一般財源削減予算となったこと、また地

元の合意形成が整った地域が企業誘致関係な

ど、他事業との関連での公共下水道事業を先

行するなど、認可時点での実施計画が変更に

なり、大幅に遅れた地域もあるのも事実であ

ります。 

 以上、ご理解のほど、よろしくお願いいた

します。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君、再質問

ありますか。 

 この際、15番 石橋君の再質問を保留し、

３時30分まで休憩いたします。 

（午後３時17分 休憩） 

                     

（午後３時30分 再開） 

－89－ 



○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を行います。 

 15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）質問させていただいた

順番により、下水のほうから再質問をさせて

いただきます。部長からご説明いただきまし

た中で、合併浄化槽補助金をもらえない戸数、

軒数でありますが、新興団地四つが近々一括

して接続される予定であるので、これはその

数からはずします。というのは、それでいい

と思うんです。合併浄化槽を設置して補助金

をくださいということにはならないお宅かと

思います。ただし、現在合併浄化槽で処理し

ているお宅が、新興団地じゃなくて。壊れて、

新設しなきゃならんときに、下水道がなけれ

ば、やっぱり合併浄化槽の補助金が欲しいわ

けでありますし、もらえるわけであります、

認可区域でなければ。 

 現在合併浄化槽でやっているんだからとい

うことで、これまで数から抜くのは乱暴かと

思いまして、これを残せば私の計算では、現

在認可区域で、2,236戸が対象のご家庭の数と

いう数字が出ております。後でこの判断でま

た部長どのように、というか、あれ。 

 それと、ご説明いただきました新しく認可

の方法を変える流れであるということで、そ

れは非常に朗報であって、工事金が、工事予

算が莫大に増えることがないのが続くんであ

れば、もらえなかった人たちがもらえるよう

になる方向で進んでいるというご説明であっ

たろうかと思うんですが、それが来年度に見

直しをして、というふうにご説明いただきま

したが、ちょっと私もあわてて聞いたもんで、

もう１回申しわけなんですけども、わかりや

すくといいますか、ゆっくり説明、お願いで

きたらと思います。 

 じゃ、その二点について、ちょっとお願い

できますか。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（古井良平君）まず、先ほど

の議員の年間２億円というのは、工事費だけ

でございまして、測量費とか水道管移設費と

かいろいろ入れまして、年間４億円、約４億

円ということで、約60年ということで120年と

いうのをいたしました。 

 それで、今の400所帯ということなんですけ

ど、議員おただしの2,236人という、これは所

帯。こうですということですか。戸数ですね。

私の400戸の算定のほうは、さつき台とか大規

模団地を除きまして、単独浄化槽が所帯が849

人、くみ取りが392人、それで1,241人という

ことで、３人所帯と考えまして400戸というこ

とで算定しております。 

 それと、今までの事業認可ということは、

26年度までに工事が施工できない場合、来年

の法改正が今の、されますと、そのされない

区域が認可区域からはずすというか、これは

地元の住民ともいろいろ協議して、話が整え

ば、その認可区域からはずして、次の来年度

からの計画、その省いた地域を、今度は５年

の計画で申請すると、協議をすると。そした

ら、今の省いた地域が区域除外と。認可区域

という言葉がなくなるということでございま

す。 

 それで、来年度から法改正がなされますと

聞いております。それで、今後といいますか、

今時点からそういう26年度までの認可区域を

また絶対できないという区域につきましては、

そういう方法で、地元と説明して、抜くとい

うか、協議をしていきますので、今はその計

画段階でございます。 

 なお、この地域、主権改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律案が、今年

の３月に閣議決定されておりますので、そう

いうことで、４月から改正の施行が予定され
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ていると聞いておりますので、ご理解のほど、

よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）どうもありがとうござ

いました。ちょっと私の勘違い。２億円が工

事費で、繰り越しが１億円何がし、測量が何

千万円、４億円何ぼかはということで、60年

ということですが、これは私の勘違いであり

まして、ちょっと訂正させていただきますが、

やっぱり60年という数字はちょっと私たちの

生きている時代に完結はしないことであると

思います。 

 それと、部長、今合併浄化槽でやっておる

家でも、壊れて使用不能になったら、新しい

のをつくるとき補助金をもらえるんでしょう。

だから、この合併浄化槽で現在やっておると

ころを抜いたら400軒ぐらいやないかじゃな

しに、やっぱり私は2,236軒が何か自分とこの

浄化槽に支障があったら欲しいという戸数に

数えるべきだと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（古井良平君）認可区域内で

そういう話であれば、今時点、要は具合悪い

と思いますが、認可区域外の話であれば、再

度補助金がいただけると、聞いております。 

 その2,236戸という。ちょっと答弁保留させ

てください。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）法改正の流れであると

いうことで、非常に朗報であると思って、来

年度、26年までにできない箇所は全部認可区

域からまた来年にははずすんだということで、

そこのお宅は補助金がもらえるようになりま

すよという、それは非常に朗報だと思って喜

んでおりますが、 後に部長言われた、それ

はその流れであって、法律が通ればというこ

とで、通らなければ、色分けを市独自で消す

ような作業を試みますっておっしゃったよう

に思うんですけど、再確認お願いします。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（古井良平君）今、私の答弁

は法律が改正されるということで答弁をして

おります。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）わかりました。その流

れで進んでおれば、来年度にはこの問題で困

っておられるご家庭は随分ともらえるご家庭

も出てくれば、工事によって、その必要がな

くなるご家庭も出るということで、そのよう

に進んでいくことを期待申し上げます。市当

局もそのように、いろいろご努力いただきま

すようお願い申し上げて、下水道に関しまし

て、保留答弁が。お願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）上下水道部長。 

○上下水道部長（古井良平君）失礼しました。

保留の答弁ですが、事業区域内の、地域内の

浄化槽、合併浄化槽2,236戸、これはそのとお

りでございます。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）それでは、次の２番目

の質問でございます。理事にご答弁いただき

ました件でございますが、一番感じましたの

がプロジェクター、結構使っていただいてい

て、暗くしますので、机の上へ置いていただ

いている資料がちょっと読み取れません。そ

れはそれでいいと思うんです。ずっと順番に

プロジェクターで、会議なんですけども、説

明していただいて、それで終わって、明りを

つけて、以上説明終わりますと。今、プロジ

ェクターで映し出した画面を、そのままのも

のがお手元に置いておりますから、お持ち帰

りになって、いろいろ再度確認すべきところ

はやってくださいという説明でもらって帰る

んですけども、全く同じですわ。コンピュー
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ターで、パソコンで作成したやつを、プリン

ターへ回すか、プロジェクターへ回すかだけ

で、全く同じものをいただいて帰って、ご家

庭でご覧くださいというのを、ご家庭のパソ

コンを開いて確認してくださいという言葉に

変えるだけで、あれだけの紙がなくて済むの

かなと。家庭へ持ち帰った、その人にとって

必要な部分だけプリントすれば、本当に何千

枚分の１枚ぐらいの数字になってしまうんじ

ゃないかなと、経験がございまして、あの紙

は持って帰るほうもつらいよというのがあり

ましたんで。 

 それで、先ほどの説明で、ホームページ充

実させたら、随分とそっちで情報をとってく

れとるから減っとるんだよと。その他いろい

ろペーパーレスの努力はしてきて、実績とし

ても上がっているんだよという、それは非常

にありがたいことで、だから、今の時代です

から、ウェブサイトを利用してという時代で

ありまして、それだけ実績が上がってきとる

んだったら、ホームページの充実を私は言っ

とるんじゃなくて、別に紙減らしページみた

いなものを増設して、紙を減らす目的だけの、

要するにふだんプリンターへ回しとるやつを

全部そこへ載せて、そっから見てくださいよ

と。ホームページでそれだけの成果が出たん

だったら、紙減らし専用サイトをつくれば、

もっと効果が上がるんじゃないかなというこ

とで、あえてそれにチャレンジはできません

かということを申し上げました。 

 ほかの団体等へ貸し出すというのは、セキ

ュリティー等のとか、ちょっと言葉、 後ま

で覚えてませんけども、あるのでできないと

いう。それももし何かの方法でできたら、ち

ょっと私が属しとる自治会の人から、自治会

の会議行ってもどっさりくれるんで、そこで

自主防災もやっとるし、自主防災でもどっさ

り配るし、そのたんび、たんびもらって帰る

んだけど、あんなんもう市で、どっかでここ

をめくったら自治会の全部必要なのを書いて

おいてくれたら助かるんやけどというような

意見をたまたまちょうだいしたもんで、市以

外の業務で、公共性のあるとこへも貸してあ

げたら、そういうペーパーレスに随分と貢献

するんじゃないかなということ。どこまでど

ういう法律でセキュリティーどうだこうだっ

て、ちょっとそこまで質問いたしませんけど

も、もしちょっとした変更とか、ことでやれ

て、そんないっぺんに今年、去年とか、今年、

来年とか、そんな急いでできることじゃない

とは思いますが、やっぱり多いですよ、理事、

要らん紙が。何とか。それも、リサイクルし

たかて、100％有効利用じゃない。リサイクル

せんと、プリント、世の中にそういうもんを

生み出さんかったら、もっと有効な価値のあ

る資源のまま売れるのを、リサイクルまで落

とす。そんで全部が全部リサイクル行かずに、

終的にはうちの施設で燃やすんだったら、

これはやってみたら価値があるんかなと思い

まして。 

 再度、理事、お願いします。 

○議長（中西峰雄君）理事。 

○理事（塚本 基君）石橋議員ご存じやと思

うんですけども、庁内ではイントラ、ＩＤパ

スワードですか、それで会議録なり、Ｅメー

ル、メール送ったりということでやりとりは

して、ペーパーレスに努めておるんですけど

も、私の隣におられます副市長が会長でおら

れます橋本市情報セキュリティーポリシーの

管轄する会がございまして、その中で、基本

方針とか対策基準が載っておるわけですけど

も、その中で、外部に対してのやはりセキュ

リティーというんですか、そこら辺が非常に

ちょっと難しいような状況になっております。 

 ですから、できるかできんやは、仕分けせ

ないかんと思いますけども、議員言われる意
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向というのは十分わかりますんで、そこら辺

でいっぺん庁内で相談させていただいて、で

きるだけペーパーレスに市民の方もご協力し

ていただいて、ひいては地球温暖化にもつな

がっていく話でございますので、そのように

いっぺん研究させていただきたいというふう

に思いますんで、よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）終わります。ありがと

うございました。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、15番 石

橋君の一般質問は終わりました。 
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